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東京都生活文化スポーツ局私学部

私立幼稚園等環境整備費補助金

関 連 資 料

令和６年１０月３１日（木曜日）



■　制度概要

■　申請スケジュール（予定）

令和６年 9 月 上・中旬 交付申請書等配布※

同　　年 10 月 下旬 交付申請書提出

令和７年 2 月 上・中旬 交付決定

同　　年 2 月下旬以降 実績報告書提出

同　　年 5 月 下旬 補助金交付

※　スケジュールは、前後することがあります。

　　都からの提出依頼等をお待ちいただき、対応

　くださいますようお願いいたします。

「私立幼稚園等環境整備費補助」（令和６年度）
に関するお知らせ

幼児教育の質の向上のため、各幼稚園等が遊具等の環境整備を
行う場合に経費の一部を補助します。

■ 問合せ先

１ 申請者の要件
都内に私立幼稚園及び私立の幼保連携型認定こども園を設置する設置者

２ 補助対象経費・上限額
（１）私立幼稚園等施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の整備に

要する経費に対してその一部を補助する。
（２）補助対象経費の上限は１園当たり２００万円とする。

３ 補助率
（１）幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園 １／２
（２）令和７年度から幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定

こども園に移行する学校法人立幼稚園 １／２

（３）（１）及び（２）以外の学校法人立幼稚園 １／３
（４）学校法人立以外の幼稚園 １／３

４ その他

（１）契約から支払いまでを令和６年度中（令和6年4月1日から令和7年3月31日）に

行うものが対象になります。期間外の項目があった場合は、補助対象外になります。

（２）過去に同名の補助を受けた幼稚園等に関しても、今年度の補助対象経費の上限は
２００万円となります。

（３）国から補助制度の変更等が示された結果、内容が変更となる場合があります。

東京都 生活文化スポーツ局 私学部
私学振興課（助成担当） 中村
アドレス S1121501@section.metro.tokyo.jp
※メールでのお問合せにご協力下さい。
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1
補助金申請額が満額交付さ
れますか。

予算の範囲内での補助金執行となりますので、各園への補助金交付額に圧縮がかかる場合があります。

2
どのようなものが補助の対
象となりますか。

・本補助の対象となる経費は、国の教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）の基準に準じま
す。
「緊急環境整備では、施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備の整備を対象としています。そ
のため、これらの購入費用や設置、備え付けに必要な経費は対象となりますが、屋外教育環境整備で対象としてい
るアスレチック遊具、屋外ステージ等の整備は対象になりません。また、設備の整備にあたり要する地ならし等の
工事経費、既存設備の撤去費用等も対象となりません。」（平成２７年４月２４日付２７文科初第２４１号。平成
２７年度教育支援体制整備事業費交付金に係る事業の募集について（依頼）より抜粋）また、令和2年度より全て
の設備や物品に係る運搬費（送料・運賃等）は補助の対象になりません。

・本補助は幼稚園等の教育環境の質の向上を目的とすることから、原則として園児が直接使用するものや教職員が
保育室や園庭で園児の教育のために使用するものに限ります。そのため、例えば、事務室で使用する机・イスなど
の事務用備品や園長室の調度品・ソファー等、あるいは建物維持管理用の物品などは補助の対象となりません。ま
た、短期間のうちに消耗する物品や個人の所有に係る物品も対象となりません。

3
遊具・運動用具・教具・保
健衛生用品等とは具体的に
どのようなものですか。

以下のようなものが例として挙げられます。
　遊具：ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、等
　運動用具：跳び箱、マット、三輪車、トランポリン、等
　教具：積み木、紙芝居、絵本、園児用机・イス、楽器、等
　保健衛生用品：体重計、身長計、幼児用寝台、等

4
設備改修費用は、対象とな
りますか。

既存建物の改修や遊具の補修など改修費用は補助の対象となりません。

5
短期間のうちに消耗する物
品とはどんなものですか。

概ね１年未満の適正な使用により、一度に消費してしまったり、消耗していくもの又は原形を失うものを指しま
す。
例）絵の具、鉛筆、消しゴム、画用紙、カラーペン等

6

園庭の遊具を新しいものに
買い換える場合は、撤去・
廃棄に要する費用は対象と
なりますか。

撤去・廃棄費用は対象となりません。

7

補助事業実施に際し、入札
や見積り競争によって業者
及び金額等を決定すべきで
すか。

補助事業を行うに当たっては、補助金の適正かつ効率的な使用が求められているところであり、また、補助金とい
う性質上その手続の透明性を確保することが重要です。
そのためには、公正かつ客観的な基準に基づく競争により契約の相手方及び契約金額を決定する方法が妥当であ
り、原則として同一条件で行った３社以上での入札や見積り競争を行う必要があります。
なお、例外的に、契約ごとに１件の金額が３０万円未満の場合は、幼稚園において価格調査を行った上で、見積書
は１社でも差し支えないものとします。その際は、採択業者の見積書とは別に、価格調査を行ったことがわかる資
料（カタログのコピー、インターネットの画面を印刷したもの）を備えてください。

8
補助申請に当たって、どの
ような書類を揃えておくべ
きですか。

別添に記載された書類を揃えておいてください。これらは、補助事業に関する事務手続が適正に行われたことを客
観的に証明する資料となります。そのため、書類が揃わないということがないよう、見積等の段階から採択（予
定）業者等と十分に調整をしてください。

9
補助金の交付対象となった
場合、処分制限等は生じま
すか。

補助金の交付対象となった設備等は、事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するととも
に、その目的に従って使用する必要があります。
処分制限の期間前に処分等を行う場合には、私学部を通じて知事に届ける必要があります（補助金の返還が必要な
場合があります。）。
例）・すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他　１０年
　　・児童用机及び椅子　５年

10

認定こども園の場合、０～
２歳児の認可外保育施設部
分のみで使用するものにつ
いても補助対象となります
か。

保育所部分のみで使用するものは、補助対象外となりますが、幼稚園部分と保育所部分とで共用して使用するもの
については、補助対象とし、按分の必要はありません。

11
インターネットオークショ
ンで買ったものは対象にな
りますか。

対象となりません。インターネットオークションは、競争性のある業者選定過程を経て申請額の適正さを担保する
制度の趣旨から逸脱するものであり、補助金の適正執行の観点から適切ではありません。

12
掃除機、洗濯機、乾燥機、
オーブンレンジは対象にな
りますか。

国の教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）の基準に準じ、令和2年度より対象となりませ
ん。

13
収納用品は対象になります
か。

国の教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）の基準に準じ、令和3年度より対象となりませ
ん。
例）本箱、ロッカー、道具入れ、靴箱、ハンガーラック、倉庫、等

14
大型遊具は対象になります
か。

園庭の大部分を占める、または一式500万円以上の大型遊具は、対象とならない場合がございますので事前にご相
談ください。

15
予備品や交換品も対象にな
りますか。

対象となりません。

16
修繕や改修の場合、対象に
なりますか。

対象となりません。

17
園（法人）が購入して園児
の所有になるものも対象に
なりますか。

園で所有し、園で使用するものが対象になるため、園児に配布し、園児の所有になるものは対象となりません。

18
交付申請時に提出した「採
択業者」以外から購入して
も補助対象になりますか。

「採択業者」として決定している以上、採択業者以外からの購入は補助対象外になります。特に在庫状況など変動
があるものについては、お気をつけください。

19

見積段階から値上がりした
場合、交付決定額より増額
になるが、増額した額で補
助金が支出されますか。

交付決定額を上限として補助金の支出を行うため、増額は認められません。交付決定は、見積書の金額をもって行
うため、見積段階から値上がりしたとしても、補助金として支払われる金額は交付決定額までになります。なお、
減額の場合は、減額した金額になります。

20
見積書の取得期限はありま
すか。

交付申請書の締切日までに取得した見積書が対象となります。
※令和５年度は令和５年１０月１８日

■ よくいただくご質問


